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本会は、昭和２４（１９４９）年１月、全国の各市が、地方自治の発展と住民福祉の向上

をめざし、地方自治法第２６３条の２の規定に基づき、相互救済事業を実施するために共同

で設置した公益的法人であり、各市の皆様のお力添えをいただきながら事業の拡充と発展に

努め、平成２４（２０１２）年１１月１日、公益社団法人の認可を取得し、現在に至ります。 

今後とも、相互救済事業はもとより、防災、減災に関する事業の積極的な実施を通じて、

住民の皆様の「セーフティネット」の役割を担うことにより、地方自治の発展と住民福祉の

向上に貢献してまいります。 

なお、令和３年度末現在の会員市数は、７９２市となり、全国すべての市が会員となって

います。 

 

１  相互救済事業 

地方自治法第２６３条の２の規定に基づき、全国の各市等の団体から委託を受け、共済委

託団体の所有する財産（建物及び自動車）の損害に対する相互救済事業を行っています。 

建物総合損害共済における令和３年度の実績は、受託件数 ３２７，７４３件、分担金は

６９億３万９４６円で、前年度比０．５％増加しています。 

一方、災害共済金は、９９億１，３８６万５，３８５円で、前年度比１３．２％増加して

います。 

この結果、損害率（災害共済金／分担金）は１４３．７％となり、前年度比１６．１ポイ

ントの増加となりました。 

この主たる要因は、平成３０年度及び令和元年度に発生した自然災害に対する災害共済金

の支払が引き続いていることに加え、ごみ処理施設の大規模火災に対する支払が影響してい

ます。 

 

区 分 当年度実績(A) 前年度実績(B) 増 △減(A-B) 対前年度比 

建
物
総
合
損
害
共
済 

契約件数 327,743 件 324,617 件 3,126 件 101.0 ％ 

分担金額 6,900,030 千円 6,864,231 千円 35,799 千円 100.5 ％ 

共済金支払件数 4,992 件 5,071 件 △79 件 98.4 ％ 

共済金支払金額 9,913,865 千円 8,759,122 千円 1,154,743 千円 113.2 ％ 

損害率 143.7 ％ 127.6 ％ 16.1 ﾎﾟｲﾝﾄ －   

 

自動車損害共済における令和３年度の実績は、受託台数 ２０５，３２９台、分担金 

（平衡負担金を含む。）は３２億７，４５２万３，８６７円で、前年度比で０．７％増加

しています。 

一方、災害共済金は２２億９，１５２万６，９１４円で、前年度比２．２％減少していま

す。 



 

 

 

この結果、損害率は７０．０％となり、前年度比２．１ポイントの減少となりました。 

これは、令和元年度に発生した台風による公用車の水災に対する災害共済金支払が、令和

２年度に収束したことによるものと考えられます。 

 

区 分 当年度実績(A) 前年度実績(B) 増 △減(A-B) 対前年度比 

自
動
車
損
害
共
済 

契約台数 205,329 台 204,483 台 846 台 100.4 ％ 

分担金額 3,274,523 千円 3,252,190 千円 22,333 千円 100.7 ％ 

共済金支払件数 14,180 件 13,784 件 396 件 102.9 ％ 

共済金支払金額 2,291,526 千円 2,343,339 千円 △51,813 千円 97.8 ％ 

損害率 70.0 ％ 72.1 ％ △2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ －   

 

地震災害見舞金については、令和２年度に発生した福島県沖を震源とする地震などの地震

被害に対して、共済委託団体延べ４４団体に対し４億９，８２５万円の見舞金をお支払いし

ました。 

 

２  防災に係る調査研究及び普及啓発事業 

建物総合損害共済のうち、ごみ処理施設については、一たび災害が発生しますと、甚大な

被害となるだけでなく、稼働停止により市民生活に大きな影響が及ぶことから、事故のあっ

た施設を訪問し、円滑な復旧及び再発防止のための支援活動に取り組みました。また、本会

の調査研究の成果である『ごみ処理施設の火災と爆発事故防止対策マニュアル』等を中心と

したセミナーの紹介やごみ処理施設の火災事故の現状について情報発信を行いました。 

新たな取り組みとして、事故の有無と関係なく施設を訪問し、固有の状況について防災・

減災のためのアドバイスをする施設研修会を行いました。 

自動車損害共済については、共済委託団体において実施されている公用車事故抑止策に寄

与するため、様々な事故防止の活動や手法を紹介した『地方公共団体における公用車事故防

止対策資料集』などを基に安全運転講習会等を開催しました。 

 

 

３ 消防・防災施設整備事業等資金融資事業 

本事業は、市及び市が設置する一部事務組合等の団体が実施する消防・防災施設整備事業

等の資金に低廉な利率で融資し、消防・防災施設等様々な都市機能の整備及び充実並びにこ

れに係る団体の財政的負担の軽減を図ることを目的としています。 

令和３年度は、平成３０年度及び令和元年度に発生した自然災害への災害共済金の支払い

に備えるため融資総額を減額し、対象を消防・防災関連事業に限定し、２６５団体（３０５

事業）に対して４４億６，６９０万円を融資しました。 



 

 

 

 

償還期間別融資状況 

償還 

期間 

融資利率 
融資事業数 融資額 

元利均等 元金均等 

 ５年 ０．０３％ ０．０３％ １４８事業 ２３億４，１７０万円 

 ７年 ０．０５％ ０．０５％   ２１事業 ２億７，２００万円 

１０年 ０．１％ ０．１％ １３６事業 １８億５，３２０万円 

  合  計 ３０５事業 ４４億６，６９０万円 

 

 

４ 防災専門図書館事業 

昨年度から引き続き新型コロナウイルスの感染防止に向けた対応を実施しましたが、年間

の来館者数はやや増加に転じました。また、蔵書やデジタルアーカイブの充実を図りつつ、

非来館者へのサービスを継続し、紹介動画や館内３D-VR映像の作成、「図書館総合展オンライ

ン」、「ぼうさいこくたい」等への出展、そして防災専門図書館公式 Twitter を開設等して、

図書館の魅力を大いに発信しました。 

さらに、企画展「東日本大震災から１０年」を継続開催し、「熊本地震から５年」を新たに

開催して、蔵書資料の活用による情報発信を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区 分 当年度実績 

蔵書数 169,890冊 

来館者総数   429人 

非来館者総数（メール等の問合せ）    169人 

閲覧の状況 265人 2,119冊 

貸出の状況 37人     74冊 

インターネットアクセス件数 26,446件 



 

 

 

５ 防災その他様々な都市機能の健全な維持発展に関する事業 

（１）東日本大震災など過去の災害の教訓を踏まえ、都市において生活、活動される住民の皆様

のセーフティネットの役割を担うため、防災・減災対策のセミナー等の啓発活動をとおして

都市防災の推進を図っています。 

令和３年度は、地域防災を推進するＮＰＯ法人等との共催で、全国各都市の職員、災害ボ

ランティア及び一般住民を対象に、９月４日に「防災フォーラム～首都の事前復興と人工海

底山脈」を開催しオンラインで配信しました。また、１１月２５日～１２月２４日に「福祉

防災元年～迫り来る地震や水災害に備え、避難行動要支援者の安全な避難を図り、福祉避難

所の効果的な運営のために～」をテーマに「都市防災推進セミナー」をオンラインで配信し

ました。 

（２）全国的観点で実施される「防災・危機管理に関する政策の企画立案及びその実施等に関す

る調査研究」、「消防・防災活動等に関する施策の普及、啓発及び活性化に関する事業」及び

「安全安心なまちづくり等の前提となる都市政策、行政経営及び地方自治制度等都市に関す

る調査研究」に関する事業を実施する次の団体に協助金を交付しました。 
  

                                   （単位：千円） 

団体名 当年度実績(A) 前年度実績(B) 増 △減(A-B) 

全国市長会 １４，０００ ５６，０００ △４２，０００ 

全国市議会議長会 １４，０００ ２８，０００ △１４，０００ 

公益財団法人 日本都市センター ６３，０００ ９８，０００ △３５，０００ 

公益財団法人 日本消防協会 ３，５００ ７，０００ △３，５００ 

一般財団法人 日本防火・防災協会 ５，５００ １１，０００ △５，５００ 

合   計 １００，０００ ２００，０００ △１００，０００ 

 

 

６ 日本都市センター会館事業 

日本都市センター会館事業は、全国都市の共同利用施設として、「ホテル部門」の運営に

ついては、（株）ロイヤルホテル及び（株）東京ロイヤルホテルに委託しており、毎事業年

度終了後に運営実績等の総合的な評価を実施し、より効率的、効果的な運営に努めています。 

また、「オフィス部門」については、貸事務室として各市東京事務所等、２９団体が入居

しています。 

令和３年度は、新型コロナウイルスの影響でホテル部門の収益が大幅に落ち込んだことに

より当期一般正味財産増減額は５億４，２５１万５千円の減となりました。 

 

 

 



 

 

 

（単位：千円） 

科 目 当年度実績(A) 前年度実績(B) 増 △減(A-B) 

経 

常 

収 

益 

貸室収益 172,731 172,731 ０ 

会議室収益 415,987 357,011 58,976 

客室収益 327,492 170,933 156,558 

食堂収益 70,367 48,176 22,191 

その他収益 56,742 59,577 △ 2,834 

経常収益 計 1,043,321 808,429 234,892 

経 

常 

費 

用 

会館運営委託費 553,757 531,552 22,205 

機械運転保守費 167,186 161,853 5,332 

減価償却費 324,318 377,779 △ 53,460 

営繕費 71,959 58,715 13,243 

光熱水道費 156,211 118,936 37,275 

租税公課 192,517 197,219 △ 4,702 

その他費用 124,103 117,101 7,002 

経常費用 計 1,590,054 1,563,158 26,895 

当期経常増減額 △ 546,732 △ 754,729 207,996 

当期経常外増減額 4,900 2,000 2,900 

税引前当期一般正味財産 

増減額 
△ 541,832 △ 752,729 210,896 

法人税等 682 673 9 

当期一般正味財産増減額 △ 542,515 △ 753,402 210,887 

注１：内部取引消去前の事業別会計で表示しています。 

注２：金額は千円未満を切り捨てて表示しています。単純合計と合計額が一致しない場合があります。  

 

７ 全国各市の利便に資する保険手続きに関する事業 

（１）道路賠償責任保険取扱業務 

市が管理する道路の賠償責任を補償する道路賠償責任保険について、本会が損害保険会社

と団体保険加入に関する特約を締結し、６０４市が加入しています。 

 

 

 

 

 

項  目 当年度実績(A) 前年度実績(B) 増 △減(A-B) 

加入市数 604市 603市 1市 

加入道路延長距離 839,243 km 833,067 km 6,176 km 

取扱保険料 720,209,553円 699,397,866円 20,811,687円 

取扱手数料 36,010,484円 34,978,838円 1,031,646円 



 

 

 

 

（２）自動車損害賠償責任保険代理店業務 

本会は、市等が所有する車両の自動車損害賠償責任保険の契約締結に関わる便宜を図るた

め、損害保険会社の代理店として、自動車損害賠償保障法による責任保険の取扱いを行って

います。 

 

項  目 当年度実績(A) 前年度実績(B) 増 △減(A-B) 

取扱台数 10,274台 10,637台 △363台 

取扱保険料 154,859,080円 169,132,010円 △14,272,930円 

代理店手数料 16,186,221円 16,669,093円 △482,872円 

 

 

８ 総会及び理事会の開催について 

令和３年度は、総会及び理事会（決議の省略を含む。）を次のとおり開催し、議案について

は全て原案のとおり可決されました。 

（総会） 
  

開催日・決議日 議案・報告 議 題 名 

令和３年６月２５日 報告第１号 令和２年度事業報告及び決算について 

  報告第２号 令和３年５月開催の通常理事会の決議内容について 

  議案第１号 理事の選任について 

   
（理事会） 

  
開催日・決議日 議案・報告 議 題 名 

令和３年５月２４日 議案第１号 令和２年度事業報告について 

 
議案第２号 令和２年度決算について 

  議案第３号 支払準備資産に関する規程に定めるリスクの範囲について 

 議案第４号 
建物総合損害共済業務規程の一部を改正する規程の制定につい

て 

 報告第１号 相互救済事業の見直しの検討状況について 

 報告第２号 理事の退任について 

 議案第５号 総会において選任される理事候補者の決定について 

 議案第６号 地区協議会会長の選任について 

 議案第７号 
業務方法書第１２条第３項に定める有資格者の選任（再任）に

ついて 



 

 

 

 議案第８号 総会の日時、場所、目的である事項等の決定について 

 報告第３号 代表理事の職務執行の状況について 

 報告第４号 理事長の利益相反取引に係る重要事項について 

 
報告第５号 新規入会について 

 報告第６号 令和２年度助成対象事業における各団体の実施状況について 

令和３年７月５日 

（決議の省略） 
議案第９号  代表理事の選定及び常務理事の決定について 

 議案第１０号  顧問の退任について 

 議案第１１号  地区協議会会長の選任について 
  
令和４年２月４日 

議案第１２号 
令和４年度助成対象事業の承認及び協助金の交付額の決定につ

いて 

  議案第１３号 令和４年度事業計画書について 

  議案第１４号 令和４年度収支予算書等について 

 議案第１５号 事務局設置規程の一部を改正する規程の制定について 

  議案第１６号 
消防・防災施設整備事業等資金融資資産の一部を取り崩すこと

の承認について 

 議案第１７号 理事長の利益相反取引に係る承認について 

 報告第７号 代表理事の職務執行の状況について 

 報告第８号 建物総合損害共済の共済基金分担金基率等の改正について 

 報告第９号 中長期経営計画の策定方針について 

  報告第１０号 日本都市センター会館の在り方の検討（中間報告）について 

 

 

９ 内部統制システムの運用状況の概要について 

本会は、業務の適正を確保するため、ガバナンスに関する諸規程を理事会決議により定め

ています。令和３年度における運用状況は、次のとおりです。 

 （１）令和３年度事業報告及び決算の監事監査 

    ３９～４３ページの「監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」のとおり 

 （２）コンプライアンス委員会 

コンプライアンス規程に基づき、本会内部にコンプライアンス委員会を設置しています。 

開催状況は、次のとおりです。 

 

 

 

 



 

 

 

開催日                     議 題 

令和３年４月２８日(定例) 

１ コンプライアンス委員会の委員について 

２ 令和２年度内部統制システムの運用状況の概要について 

３ 令和３年度内部監査年次計画について 

  

 （３）内部監査 

    事業運営の改善を図るため、内部監査実施要領に基づき自主点検及び実地監査を次のと

おり実施しました。 

なお、令和２年度の実地監査を新型コロナウイルス感染症対策のため、実施しなかったこと

から、実地監査の翌年度に実施している実地監査フォローは行っていません。 

 

ア 自主点検 

年度初めに、必須項目と各部署で主体的に設定した項目を併せて、自主点検項目として設 

定のうえ、定期的に自主点検を実施しました。 

   イ 実地監査 

 

 

 

 

１０ 附属明細書 

令和３年度事業報告においては、事業報告の内容を補足する重要な事項が存在しないた

め、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する附属

明細書は作成しません。 

 

令和４年５月 

                       公益社団法人 全国市有物件災害共済会 

 

部署 実施日 

財務部管理課 令和４年1月２４日 





ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に

重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載

内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任 

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠

して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な

虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続組織の前提に基づき財務諸表等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法

人会計の基準に基づいて継続組織に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を

開示する責任がある。 

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視するこ

とにある。 

 

財務諸表等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい

て独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤

謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に

影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、ま



た、入手した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合

は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論

は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

法人は継続組織として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法

人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の

表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

るかどうかを評価する。 

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている

その他の事項について報告を行う。 

 

＜財産目録に対する意見＞ 

財産目録に対する監査意見 

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基

づき、公益社団法人全国市有物件災害共済会の令和４年３月 31 日現在の令和３年度の財産

目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）につい

て監査を行った。 

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人

会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。 

 

財産目録に対する理事者及び監事の責任 

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計

の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。 

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。 

 

財産目録に対する監査における監査人の責任 

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計

の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明

することにある。 

 

利害関係 

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 

以  上  


